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令和４年２月21日　月曜日 長 崎 県 公 報 号　外

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

目　　　　　次

◎　公安委員会規則	 　所管課（室）名
　〇長崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則  警 務 課
　〇警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則  〃

　長崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和４年２月21日

長崎県公安委員会委員長　山中　勝義　
長崎県公安委員会規則第１号
　　　長崎県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則
　長崎県警察の組織に関する規則（平成14年長崎県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

公安委員会規則

改正後 改正前

目次
　第１章　略
　第２章　警察本部
　　第１節　略
　　第２節　略
　　第３節　職制
　　　第１款　略
　　　第２款　附置機関の長等（第50条－第85条）
　　　第３款　参事官等（第86条－第94条）
　　　第４款　次席調査官等（第95条－第99条）
　　　第５款　係長その他（第100条－第108条）
　　第４節　警察学校（第109条－第120条）
　第３章　警察署（第121条－第128条）
　第４章　委任（第129条）
　附則
　（地域部の分課）
第６条　略
２　地域課に地域企画指導室及び鉄道警察隊を置く。
　（交通部の分課）
第８条　略
２　交通企画課に交通企画指導室を、交通指導課に交通捜査
室及び駐車対策室を、運転免許管理課に運転免許試験場、
安全運転学校及び長崎運転免許センターを置く。
　（警備部の分課）
第９条　略
２　警備課に危機管理対策室、航空隊及び警衛連絡室を、外
事課に国際テロ対策室を置く。
　（人身安全対策課の事務）

目次
　第１章　略
　第２章　警察本部
　　第１節　略
　　第２節　略
　　第３節　職制
　　　第１款　略
　　　第２款　附置機関の長等（第50条－第83条）
　　　第３款　参事官等（第84条－第92条）
　　　第４款　次席調査官等（第93条－第97条）
　　　第５款　係長その他（第98条－第106条）
　　第４節　警察学校（第107条－第118条）
　第３章　警察署（第119条－第126条）
　第４章　委任（第127条）
　附則
　（地域部の分課）
第６条　略
２　地域課に地域企画指導室、鉄道警察隊及び航空隊を置く。
　（交通部の分課）
第８条　略
２　交通企画課に交通企画指導室を、交通指導課に駐車対策
室を、運転免許管理課に運転免許試験場、安全運転学校及
び長崎運転免許センターを置く。
　（警備部の分課）
第９条　略
２　警備課に危機管理対策室を、外事課に国際テロ対策室を
置く。
　（人身安全対策課の事務）
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第21条　生活安全部人身安全対策課の所掌事務は、次のとお
りとする。
　⑴～⑸　略

　⑹及び⑺　略

第21条　生活安全部人身安全対策課の所掌事務は、次のとお
りとする。
　⑴～⑸　略
　⑹　児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）
の施行に関すること。

　⑺及び⑻　略
　（少年課の事務）
第22条　生活安全部少年課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴～⑸　略
　⑹　児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）
の施行に関すること。

　⑺～⑼　略
２　略

　（少年課の事務）
第22条　生活安全部少年課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴～⑸　略

　⑹～⑻　略
２　略

　（生活環境課の事務）
第23条　略
２　許可業務指導室は、風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下「風営法」
という。）、古物営業法（昭和24年法律第108号）、質屋営業
法（昭和25年法律第158号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭
和33年法律第６号）、警備業法（昭和47年法律第117号）及
び探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18年法律第60
号）の運用に関する事務（風営法の運用に関する事務につ
いては、他の課の所掌に属するものを除く。）並びに火薬
類取締法（昭和25年法律第149号）、核原料物質、核燃料物
質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。
以下「原子炉等規制法」という。）、放射性同位元素等の規
制に関する法律（昭和32年法律第167号）、化学兵器の禁止
及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第65
号）及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律（平成10年法律第114号）の運用に関する事務の
うち公安委員会の所掌に属するもの（原子炉等規制法の運
用に関する事務については、他の課の所掌に属するものを
除く。）を行う。

　（生活環境課の事務）
第23条　略
２　許可業務指導室は、風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下「風営法」
という。）、古物営業法（昭和24年法律第108号）、質屋営業
法（昭和25年法律第158号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭
和33年法律第６号）、警備業法（昭和47年法律第117号）及
び探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18年法律第60
号）の運用に関する事務（風営法の運用に関する事務につ
いては、他の課の所掌に属するものを除く。）並びに火薬
類取締法（昭和25年法律第149号）、核原料物質、核燃料物
質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。
以下「原子炉等規制法」という。）、放射性同位元素等によ
る放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）、
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成
７年法律第65号）及び感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律（平成10年法律第114号）の運用に
関する事務のうち公安委員会の所掌に属するもの（原子炉
等規制法の運用に関する事務については、他の課の所掌に
属するものを除く。）を行う。

　（地域課の事務）
第25条　地域部地域課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴～⑹　略

　⑺～⑼　略
２及び３　略

　（地域課の事務）
第25条　地域部地域課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴～⑹　略
　⑺　航空隊に関すること。
　⑻～⑽　略
２及び３　略
４　航空隊は、警察用航空機の管理及び整備並びに警察用航
空機の運用による警ら、救難、救助、情報収集、広報その
他の警察活動を行う。

　（交通指導課の事務）
第36条　交通部交通指導課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴及び⑵　略
　⑶　交通捜査室に関すること。

　⑷及び⑸　略

　⑹及び⑺　略
２　交通捜査室は、交通事故事件及び交通特殊事件の捜査、
交通鑑識並びに交通事故事件の被害者支援（他の課の所掌
に属するものを除く。）に関する事務を行う。
３　略

　（交通指導課の事務）
第36条　交通部交通指導課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴及び⑵　略
　⑶　交通事故事件の捜査に関すること。
　⑷　交通鑑識に関すること。
　⑸　交通特殊事件の捜査に関すること。
　⑹及び⑺　略
　⑻　交通事件の被害者対策（他の課の所掌に属するものを
除く。）に関すること。

　⑼及び⑽　略

２　略
　（警備課の事務）
第42条　警備部警備課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴　略
　⑵　管区機動隊及び第二機動隊に関すること。

　（警備課の事務）
第42条　警備部警備課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴　略
　⑵　危機管理対策室に関すること。
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　⑶　警衛に関すること。
　⑷　警護に関すること。
　⑸　危機管理対策室に関すること。
　⑹　航空隊に関すること。
　⑺　警衛連絡室に関すること。
２　略
３　航空隊は、警察用航空機を運用することにより、災害そ
の他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の
捜索救助その他の警察業務の支援を行う。
４　警衛連絡室は、第40回国民文化祭に伴う警衛警備に関す
る事務を行う。

　⑶　警護に関すること。
　⑷　警衛に関すること。
　⑸　管区機動隊及び第二機動隊に関すること。

２　略

　（外事課の事務）
第43条　警備部外事課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴及び⑵　略
　⑶　次に掲げる犯罪の捜査に関すること。
　　ア及びイ　略
　　ウ　第41条第２号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人

に係るもの
　　エ　第41条第２号に掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に

規定する活動に関するもの
２　略

　（外事課の事務）
第43条　警備部外事課の所掌事務は、次のとおりとする。
　⑴及び⑵　略
　⑶　次に掲げる犯罪の捜査に関すること。
　　ア及びイ　略
　　ウ　第38条第２号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人

に係るもの
　　エ　第38条第２号に掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に

規定する活動に関するもの
２　略

第68条～第75条　略

　（航空隊長）
第68条　航空隊に隊長を置く。
２　隊長は、上司の命を受け、航空隊の事務を掌理し、部下
職員を指揮監督する。
第69条～第76条　略

　（交通捜査室長）
第76条　交通捜査室に室長を置く。
２　室長は、上司の命を受け、交通捜査室の事務を掌理し、
部下職員を指揮監督する。
　（航空隊長）
第82条　航空隊に隊長を置く。
２　隊長は、上司の命を受け、航空隊の事務を掌理し、部下
職員を指揮監督する。
　（警衛連絡室長）
第83条　警衛連絡室に室長を置く。
２　室長は、上司の命を受け、警衛連絡室の事務を掌理し、
部下職員を指揮監督する。
第84条　略
　（階級）
第85条　略
２　取調べ監督室長、情報公開センター長、警察安全相談室
長、音楽隊長、少年サポートセンター長、鉄道警察隊長、
渉外捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、長崎運転免
許センター長及び航空隊長は、警視又は警部の階級にある
警察官をもって充てる。ただし、所掌事務により、一般職
員をもって充てることができる。
第86条～第118条　略

第82条　略
　（階級）
第83条　略
２　取調べ監督室長、情報公開センター長、警察安全相談室
長、音楽隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、少年サポートセ
ンター長、渉外捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長及
び長崎運転免許センター長は、警視又は警部の階級にある
警察官をもって充てる。ただし、所掌事務により、一般職
員をもって充てることができる。
第84条～第116条　略

　（係長等）
第119条　略
２　係長、主査、主任及び係員の職務については、第101条
第２項、第103条第２項、第104条第２項及び第106条第２
項の規定を適用する。

　（係長等）
第117条　略
２　係長、主査、主任及び係員の職務については、第99条第
２項、第101条第２項、第102条第２項及び第104条第２項
の規定を適用する。

　（階級）
第120条　略
２～５　略
６　副調査官、係長、主査、主任及び係員については、第
108条の規定を適用する。
第121条～第127条　略
　（副調査官、係長、主査、主任及び係員）

　（階級）
第118条　略
２～５　略
６　副調査官、係長、主査、主任及び係員については、第
106条の規定を適用する。
第119条～第125条　略
　（副調査官、係長、主査、主任及び係員）
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第128条　略
２　副調査官、係長、主査、主任及び係員の職務並びにこれ
らの職に充てる職員については、第100条第２項、第101条
第２項、第103条第２項、第104条第２項、第106条第２項
及び第108条の規定を適用する。
第129条　略

第126条　略
２　副調査官、係長、主査、主任及び係員の職務並びにこれ
らの職に充てる職員については、第98条第２項、第99条第
２項、第101条第２項、第102条第２項、第104条第２項及
び第106条の規定を適用する。
第127条　略

　　　附　則
　この規則は、令和４年３月28日から施行する。

　警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和４年２月21日

長崎県公安委員会委員長　山中　勝義　
長崎県公安委員会規則第２号
　　　警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則
　警察職員の配置定員に関する規則（平成10年長崎県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　　　附　則
　この規則は、令和４年３月28日から施行する。

改正後 改正前

別表 別表
警 察 職 員 配 置 定 員 表 警 察 職 員 配 置 定 員 表
区分所属 警 察 官 一般職員 計 区分所属 警 察 官 一般職員 計

警 察 本 部 ９０７ ３２２ １，２２９ 警 察 本 部 ９１１ ３１８ １，２２９

警 察 学 校 １７ ７ ２４ 警 察 学 校 １７ ６ ２３

初 任 科 生 ９２ ９２ 初 任 科 生 １１０ １１０

小　　　　計 １，０１６ ３２９ １，３４５ 小　　　　計 １，０３８ ３２４ １，３６２

警

察

署

長 崎 警 察 署 ２９１ １７ ３０８

警

察

署

長 崎 警 察 署 ２９３ １７ ３１０

大 浦 警 察 署 １０１ ５ １０６ 大 浦 警 察 署 ９９ ５ １０４

浦 上 警 察 署 １８９ ９ １９８ 浦 上 警 察 署 １８７ ９ １９６

時 津 警 察 署 １１０ １０ １２０ 時 津 警 察 署 １０８ １０ １１８

略 略

諫 早 警 察 署 １７５ ８ １８３ 諫 早 警 察 署 １７４ ８ １８２

雲 仙 警 察 署 ７５ ６ ８１ 雲 仙 警 察 署 ７３ ６ ７９

島 原 警 察 署 ６９ ６ ７５ 島 原 警 察 署 ６８ ６ ７４

略 略

大 村 警 察 署 １２２ １０ １３２ 大 村 警 察 署 １１８ １０ １２８

略 略

早 岐 警 察 署 ９０ ８ ９８ 早 岐 警 察 署 ８７ ８ ９５

略 略

江 迎 警 察 署 ５１ ４ ５５ 江 迎 警 察 署 ５０ ４ ５４

略 略

五 島 警 察 署 ６６ ４ ７０ 五 島 警 察 署 ６４ ５ ６９

新上五島警察署 ５０ ５ ５５ 新上五島警察署 ４９ ６ ５５

壱 岐 警 察 署 ４６ ４ ５０ 壱 岐 警 察 署 ４５ ５ ５０

対馬南警察署 ５８ ７ ６５ 対馬南警察署 ５７ ８ ６５

対馬北警察署 ３６ ５ ４１ 対馬北警察署 ３５ ６ ４１

小　　　　計 ２，０５９ １４５ ２，２０４ 小　　　　計 ２，０３７ １５０ ２，１８７

略 略
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